
 

令和５年度以降 

相談支援従事者研修開催時期変更のご案内 
 

 令和５年度より、相談支援従事者研修（初任者研修、現任研修、主任相

談支援専門員養成研修）の開催時期を変更します。 

【これまで】 

・初任者研修：７月～10月 

・現任研修：10月～翌年１月 

・主任研修：10月～11月 

 

 

【令和５年度以降】 

 ・初任者研修：10月～翌年１月 

・現任研修：７月～10月 

・主任研修：６月～７月 

 

※受講申し込み先は例年どおり、横浜市、川崎市、その他県域となります。 

 

【問合せ先】 

○横浜市 

  横浜市健康福祉局障害施策推進課相談支援係 ０４５－６７１－４１３３ 

○川崎市 

川崎市総合リハビリテーション推進センター企画・連携推進課０４４－２００－３１９７ 

○その他県域 

神奈川県福祉子どもみらい局障害福祉課地域生活支援グループ ０４５－２１０－４７１３ 
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